
 
令和６年度 佐賀県の児童相談所における児童虐待相談対応件数について 
数値関係資料 

令和８年１月 30 日    

佐賀県男女参画・こども局こども家庭課 調べ 

１．児童虐待相談対応件数（単位：件） 

 

 

 

 

 

２．児童虐待相談対応件数の種類別内訳（単位：件） 

年度 身体的虐待 性的虐待 ネグレクト 
心理的虐待 

合計 
全件 （うち面前ＤＶ） 

R2 185 14 103 596 （488） 898 

R3 180 17 150 640 （528） 987 

R4 229 11 122 723 （569） 1,085 

R5 189 12 176 647 （517） 1,024 

R6 262 9 195 618 （456） 1,084 

 

３．児童虐待相談対応件数の経路別内訳（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

年度 R2 R3 R4 R5 R6 

佐賀県 898 987 1,085 1,024 1,084 

全国 205,044 207,660 214,843 225,509 223,691 

年度 県 市町 
児童福祉 

施設等 

児童家庭支

援センター 
警察 

家庭 

裁判所 
保健所 

医療 

機関 
学校等 里親 

児童 

委員 

家族・ 

親戚 

近隣・ 

知人 

児童 

本人 
その他 合計 

R2 55 56 5 0 592 0 0 15 57 0 0 48 57 9 4 898 

R3 57 71 12 0 671 0 0 15 62 0 0 44 38 8 9 987 

R4 35 88 10 0 716 0 0 19 51 0 0 48 88 4 26 1,085 

R5 32 72 7 1 739 0 0 10 39 1 0 49 56 11 7 1,024 

R6 32 78 13 0 723 0 0 17 87 0 0 52 58 16 8 1,084 



４．対応状況内訳（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．児童虐待相談対応件数の主な虐待者（単位：件） 

年度 実父 実父以外の父親 実母 実母以外の母親 その他 合計 

R2 456 45 333 4 60 898 

R3 498 76 316 6 91 987 

R4 511 43 437 4 90 1,085 

R5 506 65 414 3 36 1,024 

R6 527 56 458 10 33 1,084 

 

＜児童虐待防止法で定義された４種類の児童虐待と具体的な虐待行為の例＞ 

虐待の種類 具体的な虐待行為（*） 

身体的虐待 殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、溺れさせる、戸外にしめだす、縄などにより一室に拘

束する など 

性的虐待 こどもへの性的行為、性器や性交を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィーの被写体にする など 

ネグレクト 

 

適切な食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、乳幼児を家に残したまま外出する、重い病気になっ

ても病院に連れて行かない など 

心理的虐待 ことばによる脅かし、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう（面前ＤＶ）、きょう

だいに虐待行為を行う など 

（*）こども虐待対応の手引き（平成 25 年 8 月改定版 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課）より引用 

年度 
施設等入所 在宅指導 

その他 合計 
施設入所 里親委託 児童福祉司等指導 継続指導 助言指導 

R2 13（1.4％） 2（0.2％） 14（1.6％） 89（9.9％） 730（81.3％） 50（5.6％） 898 

R3  5（0.5％） 0 10（1.0％） 89（9.0％） 854（86.5％） 29（2.9％） 987 

R4  19（1.8％） 3（0.3％） 11（1.0％） 84（7.7％） 932（85.9％） 36（3.3％） 1,085 

R5  14（1.4％） 7（0.7％） 18（1.8％） 58（5.7％） 879（85.8％） 48（4.7％） 1,024 

R6  14（1.3％） 4（0.4％） 11（1.0％） 96（8.9％） 889（82.0％） 70（6.5％） 1,084 


